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Résumé

Purpose: With a focus on U.S. accreditation standards to promote information literacy in American 
higher education, this paper aims to clarify how accreditation bodies have sought to position infor-
mation literacy within higher education.
Methods: The transition of the description until the information literacy was formally described as 
a part of the curriculum was examined.
Results: In 1994, for the first time, the Middle States Commission on Higher Education made infor-
mation literacy a necessary skill for all students. However, in the 1994 version, information literacy 
was entered only in the library section, leaving the possibility that information literacy can be rec-
ognized as “belonging to the library” not only by university administrators and faculty members, 
but also by librarians. In the 2002 version, with the emphasis on assessment of learning outcomes, 
information literacy was described as an essential learning outcome in all academic disciplines in the 
section on the curriculum. The integration of information literacy into the curriculum of the Middle 
State Commission on Higher Education was realized not in the context of utilizing libraries and infor-
mation resources but in the improvement of teaching and learning through outcome assessment.
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I.　はじめに

米国において，情報リテラシーは大学生にとっ
て必須の学習成果の一つとされている 1）–3）。言う
までもなくこのことは，米国社会に，情報リテラ
シーが大学で獲得されるべきコアなコンピテン
シーであるとの認識が存在していることを示して
いる。
こうした，すべての学生に必須のコンピテン

シーとしての情報リテラシーを初めて公式に定
義し，それらへの教育的対応を提唱したのが，
1989年の米国図書館協会（American Library 
Association： ALA）による情報リテラシーの
『最終報告書』4）である。この報告書は，1980年代
の米国における教育改革の要請に対し，情報リテ
ラシーを，“情報の必要性を認識し，特定し，収
集し，評価し，構造化し，問題解決と意思決定に
活用する能力”4）と定義し，知識情報社会におけ
るすべての国民に必須の能力と位置付けた。さら
に報告書は，これらの能力を獲得するための情報
を活用した学びの導入が，学生の学習をより主体
的なものに改善すると主張して，情報リテラシー

のための学びを初等教育から高等教育までのすべ
てのカリキュラムに統合すること，すなわち，情
報リテラシーの全カリキュラムへの統合を提唱し
た。
同時に，この報告書は，情報リテラシーを実際

にカリキュラムにどう組み込むかという点に関し
て，パラダイム転換とも言える新たなアプロー
チを提示している 5）。当時，米国の大学図書館で
は，図書館利用教育であるビブリオグラフィック
インストラクションが行われており，それらをカ
リキュラムに組み込むための方策として，パッ
ケージ化した「図書館員による教育」を授業やカ
リキュラムに組み込んでいくというアプローチが
取られていた 6）。これに対して『最終報告書』が
提示したアプローチは，学生に情報リテラシーを
獲得させる責任は，図書館ではなく大学全体にあ
り，したがって，図書館員は大学の管理者や教員
と協働し，教員が情報リテラシーをカリキュラム
に組み込んでいくのを支援するというものであ
る。すなわち，ビブリオグラフィックインストラ
クションのアプローチにおいては，目指されてい
たのは「図書館員による教育」のカリキュラムへ
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の組み込みであり，その主体は図書館であったの
に対し，情報リテラシーで目指されていたのは，
情報リテラシーを通じたカリキュラムの改革であ
り，情報リテラシーをカリキュラムに組み込む主
体は大学と学科や教員であり，図書館員は大学の
管理者や教員と協働してそれらを支援するとされ
ていたのである。
この『最終報告書』が提示した情報リテラシー

のアプローチは，当初，図書館員の間でも共有さ
れず，情報リテラシーはビブリオグラフィックイ
ンストラクションの延長線上で，「図書館員によ
る教育」の文脈で捉えられ，教授対象としての情
報リテラシーの定義そのものや，その教授法が議
論されていた。その後，高等教育改革の進行に伴
い，1990年代の半ば頃から，図書館員の間でも
情報リテラシーを通じたカリキュラム改革と情報
リテラシーのアプローチの意義が徐々に共有され
るようになり，2000年代以降には新たなアプロー
チのもとでの取り組みも報告されるようになって
いる 5）。
しかし，『最終報告書』が提唱した，大学の責

任による情報リテラシーの全学的カリキュラムへ
の統合が，実際に多くの大学で実現していくため
には，図書館員だけでなく，何より，全学の意思
決定に関わる大学の管理者と教員たちが情報リテ
ラシーの意義を認め，情報リテラシーのカリキュ
ラムへの統合を推進していくことが必須であっ
た 6）。こうした「図書館以外」への働きかけに
関しては，『最終報告書』の提言に賛同した，ア
メリカ高等教育協会（American Association for 
Higher Education），独立大学協議会（Council of 
Independent Colleges）といった高等教育の専門
団体が，大学の管理者や教員に向けて，情報リ
テラシーのカリキュラムへの統合の推進活動を
行ってきている 7）8）。そして，これら高等教育の
専門団体による情報リテラシー推進の取り組みの
中で，特に大学の管理者たちの経営的判断に影響
力があったとみられるものの一つが，情報リテラ
シーのアクレディテーション基準への組み込みで
ある。
米国のアクレディテーションは，教育機関によ

る自主的かつ自律的な教育の質保証システムで
ある。同時に，各教育機関は，アクレディテー
ションを通じて，政府や納税者である国民を含む
社会に対するアカウンタビリティを果たしてい
る 9）10）。このアクレディテーションにおけるアカ
ウンタビリティの側面は，1980年代に教育の質
的改善と，その成果の評価を求める大規模な教育
改革が開始されたことにより，徐々に強化されて
きている。特に 1990年代には，成果を問う視線
が，直接アクレディテーションにも向けられるよ
うになり，アクレディテーション機関は，自らの
基準をより教育改革の要請に沿ったものへと改訂
してきている 10）。つまり，1980年代の教育改革
の開始以降，米国のアクレディテーションは，教
育の質的改善とアカウンタビリティ強化の要請を
その基準に徐々に反映していくことで，高等教育
改革を促す役割をも果たしてきたのである。
こうした教育の質的改善とアカウンタビリティ

強化への社会的要請の中で，各大学もアクレディ
テーションをより重視せざるを得なくなってい
る 11）。各大学は 1980年代から 1990年代を通じ
て，アクレディテーションに対応するため，その
基準に則して，自らの教育活動を変化させていく
必要に迫られていったのである。
以上のように，米国のアクレディテーション

は，高等教育機関による自律的な教育の質保証シ
ステムであると同時に，政府や国民からの社会
的要請を反映して，各大学にそれらへの対応を
促す役割を担ってきた。したがって，この観点
から見れば，情報リテラシーのアクレディテー
ション基準への組み込みは，情報リテラシーへの
対応が大学教育の質保証のために必要であると
の高等教育界の認識を表すと同時に，認定を受
ける大学に基準への対応を促すことで，それ自
身が情報リテラシーのカリキュラムへの統合を
普及させる役割も果たしていることになる。実
際に複数の文献 12）–14）において，アクレディテー
ションへの対応が，情報リテラシーのカリキュラ
ムへの統合に対する，大学の管理者やカリキュラ
ム委員会等の意思決定の要因となったことが報告
されている。そして，これらアクレディテーショ



アクレディテーション基準を通じた情報リテラシーのカリキュラムへの統合の推進：米国中部地区基準協会の基準における記述の変遷に着目して

 ― 26 ―

ンを通じた情報リテラシーのカリキュラムへの統
合の推進の先頭に立っていたのが，米国の地域ア
クレディテーション団体の一つである中部地区
基準協会（Middle States Commission on Higher 
Education）である。
中部地区基準協会は，『最終報告書』の勧告

によって設立された情報リテラシー普及のため
の全米組織である全米情報リテラシーフォーラ
ム（National Forum on Information Literacy：
NFIL）のメンバーであり 7），地域アクレディ
テーション団体の中で，情報リテラシーのカリ
キュラムへの統合を，最も強力に推進したことで
知られている 15）–17）。中部地区基準協会の取り組
みは，高等教育の専門団体による情報リテラシー
の推進活動におけるアクレディテーション団体と
しての事例であり，かつ，地域アクレディテー
ション団体による情報リテラシーの推進活動とい
う観点から見た際のベストプラクティスである。
中部地区基準協会もまた，1980年代以降，教育
改革の要請である質的改善と成果の評価への要請
を反映して定期的に基準を改訂してきており，情
報リテラシーの基準への組み込みは，その歴史的
プロセスの中で生じている。
こうしたアクレディテーションとその基準に関

して，図書館情報学領域の既往研究では，各年代
におけるアクレディテーションの動向と図書館に
求められる対応を論じたもの 17）–20），あるいは，
特に成果の評価の観点から図書館の対応の必要性
を論じたもの 15）–21）など，主として，それぞれの
時点でのアクレディテーション基準に対して，図
書館がどう対応すべきかが論じられてきた。他
に，アクレディテーションと情報リテラシーとの
関係に焦点を当てたものでは，情報リテラシーの
カリキュラムへの統合がアクレディテーション基
準に組み込まれた結果，実際にどれほどの大学が
情報リテラシーをカリキュラムに統合したかを量
的に調査した研究 16）–22）も見られる。
しかし，これまでに，アクレディテーション基

準への情報リテラシーの組み込みを，高等教育に
おける情報リテラシーの推進活動と位置付けて，
アクレディテーション団体が，その基準を通じ

て，情報リテラシーのカリキュラムへの統合をい
かに推進してきたかを歴史的に検討したものは見
られない。すでに述べたように，アクレディテー
ション基準への情報リテラシーの組み込みは，高
等教育改革の進行に伴うアクレディテーション基
準の改訂という一定期間に亘るプロセスの中で生
じ，その記述内容は変化してきている。これらア
クレディテーション基準への情報リテラシーの組
み込みがどう行われてきたのかについて，実際の
基準における情報リテラシーの記述の変遷を見る
こと，とりわけそのベストプラクティスである中
部地区基準協会の基準において，情報リテラシー
がどう記述され，大学教育のカリキュラムの中に
いかに位置付けられてきたのかの変遷を検討する
ことは，これまで論じられてこなかった，アクレ
ディテーション基準を通じた情報リテラシーのカ
リキュラムへの統合の推進の歴史的展開という，
米国の高等教育界における情報リテラシーの推進
活動の重要な一角を明らかにすることにつながる
だろう。
本稿は，高等教育界における情報リテラシーの

推進という観点から，米国のアクレディテーショ
ン基準に着目し，アクレディテーション団体が情
報リテラシーをどう捉え，高等教育の中にいかに
組み込もうとしてきたかを明らかにすることを目
的とする。具体的には，中部地区基準協会が，『最
終報告書』が提唱した，大学の責任による情報リ
テラシーの全学的カリキュラムへの統合を，その
基準の中にどう記述してきたのかについて，『最
終報告書』が出された 1989年以降の基準を対象
に，基準上でこれらが必須化されるまで，すなわ
ち，情報リテラシーがカリキュラムに必須の要素
として正式に記述されるに至るまでを検討する。
検証では，各版における情報リテラシーとカリ
キュラムに関する記述に加えて，情報リテラシー
を基準に記載する背景となった，各基準における
方針の変化について，当時の質保証の中心的議論
である，成果の評価に関する記述も合わせて検討
する。
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II.　米国のアクレディテーションシステム

A. 米国のアクレディテーションの仕組み
米国のアクレディテーションは，アクレディ

テーション団体のメンバーである機関が，共通の
基準のもと，互いの教育機関としての適格を認め
合う，ピアによる認定を通じた質保証制度であ
る。米国のアクレディテーションシステムは，す
でに 100年以上の歴史を持つ 23）。
アクレディテーションには大別して，特定分野

のカリキュラムやプログラムを対象とする専門分
野別のアクレディテーションと，大学全体を対象
とする機関別アクレディテーションの 2種類が存
在する 24）。機関別アクレディテーションは，全
米に 6つある地区基準協会が担っており，各地区
基準協会は独自に設定した基準に照らして，個々
の大学とその教育プログラムを評価している。各
大学は概ね 5年から 10年ごとに再認定を受ける
必要があり，各大学の適格は，各地区基準協会が
設けた基準に基づいて行う自己点検（self-study）
と，アクレディテーション団体から派遣される評
価チームによる現地査察の結果に基づいて総合的
に判断されている。アクレディテーション基準
は，定期的に見直しが行われ，これら適格認定を
行うアクレディテーション機関自身の適格も，ア
クレディテーション機関の管理団体である全米ア
クレディテーション協議会（Council for Higher 
Education Accreditation: CHEA）によって，や
はり定期的に認定されている 7）8）23）。
こうした高等教育機関による自律的な質保証の

他に，米国のアクレディテーションにはもう一つ
重要な役割がある。それは，連邦政府資金の受給
資格の“ゲートキーパー”の役割である 23）。米
国のアクレディテーションは，歴史的に連邦政府
による学生向け奨学金の受給資格と結びつけられ
てきており，各大学は自校の学生に連邦奨学金
を受けさせるために，連邦政府によって承認さ
れたアクレディテーション機関から適格認定を
受ける必要がある 24）。連邦政府による奨学金の
受給資格を付与するために，各アクレディテー
ション団体は，前述した CHEAによる認定の他

に，連邦教育省（United States Department of 
Education）から定期的に承認（recognition）を
受けることになっている 25）。このことは，連邦
政府が，連邦奨学金の受給資格付与を通じてアク
レディテーション機関とその基準に影響を及ぼす
ことを意味し，間接的に高等教育機関の活動に影
響力を持つことを意味している。したがって，米
国のアクレディテーションシステムは，一義的に
は教育機関による自発的・自立的な質保証制度で
あるものの，一方で連邦政府の意向を反映する仕
組みを内在することで，一定程度連邦政府の影響
下にあると言える。
以上のように，米国のアクレディテーションシ

ステムは，高等教育機関自身による自発的・自律
的な質保証によるアカウンタビリティと，連邦奨
学金の受給資格の獲得という，各大学にとってよ
り現実的な利害に結びついたアカウンタビリティ
の 2つの側面を併せ持っている。これら 2つの側
面が存在する結果，米国のアクレディテーション
は，認定を受ける大学に対し影響力を持ち，各大
学にとって避けることのできないものとして機能
している。各アクレディテーション団体は，その
基準にその時々の教育の質に関わる社会的要請を
反映し，大学の自発的・自律的な教育の改善と改
革を促しているのである。

B. 1980年代以降の教育改革とアクレディテー
ション

本研究における分析の起点となる 1980年代
は，米国で教育の質と成果を問う大規模な教育
改革が開始された時期である。当時の高等教育
改革の論点は，この時期に出された複数の報告
書 26）–28）に見られる。これらの報告書に共通して
いるのは，改革の焦点が学士課程カリキュラムに
あるとされていることである。
学士課程教育が対象とされた主たる要因として

次の 3点が挙げられる。まず，学士課程教育が，
それまでの大学院教育や専門教育の重視により弱
体化していたこと，また 1970年代から続く帰還
兵やマイノリティ，社会人学生などの，いわゆる
非伝統的学生の増加により学習ニーズが多様化
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し，それらへの対応が必要であったこと，さらに
は，知識社会，情報社会の到来により，国民に，
知識や情報を使いこなし意思決定や問題解決を行
うための新しい能力を獲得させる必要性が指摘さ
れていたことである 29）30）。
これらの結果，1980年代には，学士課程カリ
キュラムを質的に改善すること，とりわけ，専門
教育ではなく，一般教育のカリキュラムを改革す
ることが求められていた。報告書では，学士課程
教育においてすべての学生が習得すべき能力とし
て，コミュニケーション能力，批判的思考，問題
解決能力，言語と計量的リテラシーと言った，特
定の専門に拠らない，社会に出てからも有用な能
力が特定され，これらに対応した新しいカリキュ
ラムを開発すべきことが提言された。そして，各
大学は，これらの能力の習得に責任を持つこと，
すなわち，学習成果を評価して示すことが求めら
れるようになったのである 29）30）。
こうした 1980年代の教育の質的改善と成果に

対する社会的関心の高まりは，1990年代に，連
邦政府による教育の質と成果への監視の強化を招
いている。この動きは，自律的な教育の質保証を
謳うアクレディテーション団体に度々緊張をもた
らしている。

1992年の高等教育法の改正では，連邦政府の貸
与奨学金の返済を怠る学生が増大したことを理由
に，同法の連邦奨学金条項の遵守と，返済不履行
を監視する州組織（States Postsecondary Review 
Entities： SPREs）の設置が求められた 24）。改正
案の時点では，アクレディテーション団体から連
邦資金の受給資格の付与を剥奪する案も提出され
ていたことから 31），この動きは高等教育機関に
よる自律的な質保証を脅かすものとして，アクレ
ディテーション団体からの強い反発を招いてい
る 32）。その結果，各アクレディテーション団体
は，これら政府の動きを牽制するため，むしろ
自発的に成果の評価を促すようになり，1980年
代の終わりから 1990年代にかけて，アクレディ
テーション基準は，学生が教育課程を通じて何
ができるようになったのかの学習成果（learning 
outcome）とその評価（assessment）を重視する

ものへと変化している 15）。
その後，政権交代に伴い，SPREsは閉鎖され，

1998年の高等教育法の改正では監視組織への言
及がなされなかったことから，事態はひとまず収
束した。しかし，1998年の改正以降，連邦政府
によるアクレディテーション団体の認定条件の中
で，アクレディテーション基準への学習成果の評
価の組み込みが最優先で求められるようになった
ことから 33），アクレディテーションにおいて成
果の評価を重視する流れ自体は一層強化されてい
る。この変更は，その後の各アクレディテーショ
ン団体の基準の改訂に直接影響を及ぼし，2000
年代にかけて，各アクレディテーション団体は，
学習成果の評価に重点を置いたものへと，その基
準を一斉に改訂している。
以上のような 1980年代に行われた学士課程改

革の議論，および 1990年代以降の連邦政府によ
るアクレディテーションへの監視の強化を受け
て，各アクレディテーション基準は，学士課程教
育，とりわけ一般教育のカリキュラム改革と成果
の評価を促すものへと徐々に改訂されてきてい
る。中部地区基準協会における情報リテラシーの
アクレディテーション基準への記載は，こうした
アクレディテーション基準の変化の中で行われて
きている。
次章から，中部地区基準協会の基準における情

報リテラシーの具体的記述内容を検討する。基準
の各版においては，情報リテラシーとカリキュラ
ムに関する記述，およびそれらに関わる図書館に
関する記述を検討する。また各版における基準の
作成方針の変化を踏まえるため，当時の中心的論
点であった成果の評価に関する記述についても検
討する。その際，必要に応じて，基準運用のため
に作成されたハンドブックやガイドラインも参照
する。
分析は基準本文を参照して行う。本文の引用箇

所は，末尾に（出版年， 掲載頁）のように示すこ
ととする。
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III.　中部地区基準協会のアクレディテー
ション基準①： 1989年版

A. 図書館活用とビブリオグラフィックインスト
ラクションの重点化

中部地区基準協会は，1988年に，事務長が交
代したことに伴って 34）基準を改訂している。新
たな基準は，新事務長である Howard Simmons
のもと，1989年に公開されている 35）。

Simmonsが示した 1989年版の重点は，“教授
と学習プロセスの質”，“学習成果と機関の効果
（institutional effectiveness）”，“公平（equity）と
公正（justice）”，“学習環境改善戦略”，および，
この版で新たに重点化された“図書館の活用とビ
ブリオグラフィックインストラクション”であ
る 36）。“公平と公正”は，女性やマイノリティへ
の平等公正な環境創出と多様性の重視のことで
あり，“図書館の活用とビブリオグラフィックイ
ンストラクション”と同様，“教授と学習プロセ
スの質”と“学習成果と機関の効果”を改善する
“学習環境改善戦略”と位置付けられている。す
なわち，1989年版は，“教授と学習プロセスの質
の改善”と，“学習成果と機関の効果”の 2つの
評価への重視のもと，学習環境を改善する戦略と
して，女性とマイノリティに対する公平・公正な
環境創出および多様性の実現と，図書館の活用と
ビブリオグラフィックインストラクションの重視
が打ち出された版となっている。基準の構成の把
握のために，1989年版の目次を第 1表に示す。

1989年版では，基本的に以前の版の構成が引
き継がれ，カリキュラムについては『プログラム
とカリキュラム』，図書館については『図書館・
学習資源』が独立した項となっている。基準の冒
頭では，アクレディテーションについて，“アク
レディテーションは教育コミュニティの自己規
制の手段である”（1989, p. 4）と定義するととも
に，“その認定プロセスは，高等教育の質と一般
性を強化し，維持し，国民の信頼を得て，政府か
らの関与の範囲と執行を最小限にとどめるもので
ある”（1989, p. 4）として，政府の関与からの自
立が述べられている。

成果の評価については，『成果と機関の効果』
の項に記載されている。ここでは，評価につい
て，“機関の効果の評価のための決定的要因は，
ゴールと目標をどの程度達成したかのエビデンス
である”（1989, p. 17）として，目標設定に基づ
く達成度の評価が求められている。評価方法につ

第 1表　1989年版の構成
1989年版

前書き 
Foreword
アクレディテーション 
Accreditation
アクレディテーション基準 
Standards of Accreditation
高等教育の卓越性の特徴 
Characteristics of Excellence in Higher Education
機関の一貫性 
Institutional Integrity
ミッション，ゴール，オブジェクティブズ 
Mission, Goals, and Objectives
計画と資源配置 
Planing and Resource Allocation
プログラムとカリキュラム 
Program and Curricula
成果と機関の効果 
Outcomes and Institutional Effectiveness
入試 
Admiddions
学生サービス 
Student Services
教員 
The Faculty
組織と運営 
Organization and Administration
理事会 
Governing Board
予算と会計 
Budgeting and Accounting
図書館／学習リソースセンター　 
Library/Learning Resources Center
その他の資源 
Other Resources
施設と備品 
Plant and Equipment
革新と実験 
Innovation and Experimentation
要覧，出版物，その他の宣伝資料 
Catalogs, Publications, and Other Promotional 
Materials
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いては，“量的，質的な手法を用いた学業の達成
度の多面的評価”（1989,  p. 18）が望ましいとさ
れ，評価対象には，“学生の態度，社会的，倫理
的価値観，学術的活動への取り組み”をあげて，
それらが“どの程度変化したか”（1989, p. 19）
のパフォーマンスを評価することが求められてい
る。

1989年版には，情報リテラシーは未だ記載さ
れていない。図書館とカリキュラムとの関わりに
ついては，『プログラムとカリキュラム』の項で，
“教育プログラムはカリキュラムよりも幅広い。
それらには，教室，実験室，スタジオ，図書館で
起こること，（中略）が含まれる”（1989, p. 13）
とされ，図書館で行われることは教育プログラム
の一環と位置付けられている。
改革の焦点であった一般教育については，『プ

ログラムとカリキュラム』の項の，学士課程教育
に関する記述の中に記載されている。ここでは，
“職業への有効性は科目設置の基準の一つとなり
得るが，一般教育の構成はコミュニケーションや
コンピュータスキルのための科目に限定されるべ
きでない”（1989, p. 15）として，当時拡大して
いたパソコンの使い方の科目の設置を牽制してい
る。一方，望ましいあり方については，“一般教
育に含まれるべき科目は，学生を新しく重要な領
域での知的経験に導き，自らと他者の文化的遺産
への気づきを高め，専門領域の内外での判断に備
えさせるもの”（1989, p. 16），あるいは，“文学
の学生が宇宙やコンピュータを学ぶこと，ビジネ
スとテクノロジーの学生が人文学と社会科学を学
ぶことを認め，すべての学生が知識の相互関係と
人間のコミュニティの相互依存に気づくことを可
能にする”（1989, p. 16）とし，特定の専門領域
に拠らず学際的なものとすべきことが示されてい
る。ただし，獲得されるべき具体的能力等は未だ
示されていない。

1989年版で新たに重点化された「図書館活用
とビブリオグラフィックインストラクション」
は，『図書館・学習資源センター』の項に記載さ
れている。冒頭で，図書館については，“教育プ
ログラムと学生と教員の調査研究にとって何より

も重要である”（1989, p. 34），“機関の教育の使
命に対する図書館と情報源の重要性には，単なる
レトリック以上の価値が認められ，リップサー
ビス以上の支援が与えられなければならない”
（1989, p. 35）とされ，大学の教育の使命の実現
のために重要であり，その活動は大学から支援さ
れなければならないことが述べられている。

1989年版が画期的なのは，大学の教育の使命
の実現のために，ビブリオグラフィックインスト
ラクションの実施が必須化されたことである。ビ
ブリオグラフィックインストラクションは，“活
発で，継続的なビブリオグラフィックインストラ
クションプログラムは，この目標を実現するため
に必須（essential）である”（1989, p. 35）と記述
され，その実施が初めて必須化された。
図書館が提供する情報源については，“蔵書構

築は，大学の教育の使命，ゴール，カリキュラ
ム，規模，複雑さと学位レベル，教授と学習の多
様性，調査研究の要請に実際に関係していなけれ
ばならない”（1989, p. 35），“蔵書は，文化的広
がりや知的な深みだけでなく，実践的能力を強化
しなければならない”（1989, p. 35）とされ，大
学の使命やカリキュラムに沿ったものであること
が求められている。また，蔵書構築の際には，
“教員と図書館のスタッフは，蔵書構築とその活
用を計画するために緊密に共同する必要がある”
（1989, p. 35）とされ，図書館員と教員との協働
が求められている。また“コンピュータシステム
やその他の技術的方法が，全ての構成員へのアク
セス支援を可能にする．ただし，技術は，コスト
と長期的影響の点から慎重に評価されなければな
らない”（1989, p. 35）として，技術活用による
情報源へのアクセスの支援も重視されている。
こうした図書館と情報源の活用の重視は，教

員と図書館員に関する記述でも一貫している。
まず，教員については，“教員は，教授，調査研
究，および個人的成長や能力開発における，図
書とその他の資料の重要性を示すべきである”
（1989, p. 35）として，教育，調査研究における，
情報源の活用の重要性を示すことが求められてい
る。その上で，図書館員については，“専門的職
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員の卓越性は，単なる情報の管理人としてではな
く，どの程度主体的に教育活動に参加したかに
よって測られる”（1989, p. 36）として，これま
での単なる「情報の管理人」としての役割でな
く，ビブリオグラフィックインストラクションの
実施を通じて，教育に主体的に参加していくこと
が求められている。

B. 1989年版の意義と課題
1989年版は，新たに事務長となった Simmons

による新体制への移行に伴い，1980年代の社会
的要請である教授・学習プロセスの質的改善と
成果の評価への対策として，多様性の実現，およ
び図書館活用とビブリオグラフィックインストラ
クションの実施が位置付けられた画期的な版であ
る。この当時におけるマイノリティへの対応の重
視と図書館活用の重視は中部地区基準協会に特
有のものであり，中部地区基準協会の地域アクレ
ディテーション団体としての個性をよく表わした
ものとなっている。また，1989年版で，ビブリオ
グラフィックインストラクションの実施が初めて
必須化されたことは，1970年代から長らく図書館
員たちが熱望してきた，図書館員の教授・学習プ
ロセスへの参画 6）が，教育の質を保証するアクレ
ディテーションの観点から初めて正式に認められ
たことを意味し，図書館界にとってはメルクマー
ルであり，今後につながる重要な意義がある。
このとき，中部地区基準協会が図書館活用とビ

ブリオグラフィックインストラクションを重点化
した背景には，『最終報告書』を作成した特別委
員会の委員長であった Patricia Breivikらが 1987
年に開催した，教育改革と図書館活用をテーマ
としたシンポジウムの存在がある。事務局長の
Simmonsは，1989年度の年次報告書で，このシ
ンポジウムの記録をまとめた書籍 37）を参考資料
としてあげ，図書館を使った調査研究をカリキュ
ラムに統合すること，その活動を支援するために
ビブリオグラフィックインストラクションを実施
すべきこと，また，これらの活動に教員が主体的
に関わる必要があることを強調している 36）。
しかし，その一方で，ビブリオグラフィックイ

ンストラクションが基本的に授業の一環として行
われるものであり，その必須化はカリキュラムに
も関係するにもかかわらず，1989年版で，ビブ
リオグラフィックインストラクションは図書館の
項にのみに記載され，カリキュラムの項には記載
されなかった。その理由として，当時ビブリオグ
ラフィックインストラクションが，大学と教員に
とってはもとより，図書館員にとっても，あくま
でも図書館をより活用させるための方策であり，
図書館が主体となって行う，いわば図書館に属す
るものとの認識にあったことが指摘できる 6）。そ
の結果，1989年版で，ビブリオグラフィックイン
ストラクションは図書館の項にのみ記載され，カ
リキュラム上の位置付けは不明となっている。
いずれにしても，1989年版は，中部地区基準

協会が重視する教育の質的改善と，図書館と情報
源の活用が結びつけられ，その文脈においてビブ
リオグラフィックインストラクションの実施が必
須化された重要な版である。そして，こうした
1989年版における「図書館員による教育」活動
の記載は，すでに中部地区基準協会が，『最終報
告書』の公開以前から，教授・学習の改善の文脈
に図書館活用，および図書館員による教育を位置
付けるという，当時としては画期的視点を持って
いたことを示している。

C. ハンドブックへの情報リテラシーの記載
その後，中部地区基準協会は，『最終報告

書』の公開を受けて，直ちに情報リテラシーを
採用している。情報リテラシーに関する記述
は，1989年版における成果評価への重視に伴っ
て作成された『成果評価の枠組み（Framework  
for  Outcome Assessment）』と，自己評価のため
のハンドブックである『卓越性のデザイン： 自
己評価のハンドブック（Designs for Excellence: 
Handbook  for  Institutional  Self-study）』（以下，
『卓越性のデザイン』）に見られる。
『成果評価の枠組み』は，1989年版での成果評
価の重点化に伴って，このテーマに関して初めて
作成されたハンドブックである 38）。その目的は，
各大学における成果評価のためのプログラム開発
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とそれらを通じた評価活動を支援することとさ
れ，中部地区基準協会が，今後全面的に成果の評
価を重視していくことを示すものとなっている。
『成果評価の枠組み』では，成果評価の基本的
枠組みとして，目標設定に基づいた達成度の評価，
質的・量的の両方の手法を用いた多面的評価，評
価サイクルを回すことによる継続的評価の実施が
挙げられている。また，学習成果を評価する対象
として，一般教育，情報リテラシー，その他の教
育プログラム，個別の科目が挙げられている。
一般教育については，過去 25年間に，認知的
能力についての研究が進み，現在では，高次の認
知的能力の獲得が重要視されているとし，各大学
に，一般教育で獲得されるべき能力の特定を求め
ている。そして，この文脈において，情報リテラ
シーについて，“中部地区基準協会は，情報の検
索と利用の能力をどの程度習得したかに特別な関
心を持っている”（p. 18）とし，情報リテラシー
を重要な学習成果と位置づけて，評価対象とすべ
きことを述べている。さらに，情報リテラシーへ
の対応については，“一般教育から開始され，専
門教育のカリキュラムでより洗練された教育が行
われる”（p. 18）とし，初年次からの段階的なカ
リキュラムへの統合を推奨している。その上で，
情報リテラシーのカリキュラムへの統合の度合い
を評価するための，シラバスを対象とした評価項
目として，“いくつの科目が図書館を利用する課
題を含んでいるか”，“それは徐々に複雑な図書館
での調査研究スキルを求めるものになっている
か”（p. 18）といった項目が含まれている。以上
のように，1989年版のための成果評価のガイド
の中で，すでに情報リテラシーは，中部地区基準
協会が特に重要視する学習成果として位置付けら
れ，一般教育から専門教育までのカリキュラムに
統合することが推奨されているのである。
さらに，情報リテラシーは，1991年に出版さ
れた自己評価のハンドブックである『卓越性のデ
ザイン』にも記載されている 39）。『卓越性のデザ
イン』で，1989年版の基準の重点は，すでに図
書館の活用とビブリオグラフィックインストラク
ションから情報リテラシーに変更されており，情

報リテラシーは，基準に対応して『図書館・学習
資源センター』の項に記述されている。
ここで，情報リテラシーは，“効果的なビブリ

オグラフィックインストラクションと情報リテラ
シーのプログラムを実施すること”（p. 41）のよ
うに記述され，ビブリオグラフィックインストラ
クションと併記されている。つまり，『卓越性の
デザイン』で，情報リテラシーのプログラムは，
図書館利用教育であるビブリオグラフィックイン
ストラクションと同等に，図書館活用の文脈に位
置付けられていたことになる。
以上のように，情報リテラシーに関する記述

は，1989年版の基準本体への記載には間に合っ
ていないものの，1989年版のために作成された
『成果評価の枠組み』と『卓越性の自においては
すでに記載されていたことがわかる。そして，こ
のとき，情報リテラシーは異なる 2つの文脈に位
置付けられている。一つは，成果評価における，
評価対象となる学習成果としての文脈であり，情
報リテラシーは，『成果評価の枠組み』において，
中部地区基準協会が最も重視する学習成果として
位置付けられている。もう一つは，教授・学習プ
ロセスの改善における，図書館と情報源の活用の
文脈であり，『卓越性のデザイン』において，情
報リテラシーは，図書館利用教育であるビブリオ
グラフィックインストラクションと同等に位置付
けられている。このことは，中部地区基準協会が
情報リテラシーを採用した時点では，『最終報告
書』が提唱した授業とカリキュラムを改善・改革
するための「学習成果としての情報リテラシー」
としての位置付けと，従来のビブリオグラフィッ
クインストラクションと同様，「図書館員による
教育」としての位置付けの両方が存在していたこ
とを示している。

IV.　中部地区基準協会のアクレディテー
ション基準②： 1994年版

A. 基準への情報リテラシーの記載
次の改訂版の基準は 1994年に公開された 40）。

1994年版の重点は，「図書館活用とビブリオグラ
フィックインストラクション」が「情報リテラ
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シー」に置き換えられた以外，変更されていな
い 41）。基準の構成も 1989年版のものがそのまま
引き継がれている。

1994年版では，1990年代に高まったアカウン
タビリティの強化への要請が反映され，成果の評
価に関する記述は進展している。『機関の効果と
成果』の項の冒頭には，“機関は，機関全体の効
果と学生の学習成果を評価するガイドラインと手
続きを開発すべきである”（1994, p. 16）ことが
記述され，プログラム開発を通じた成果評価への
組織的対応が求められるようになっている。
『プログラムとカリキュラム』の項には特に大
きな変化は見られない。一般教育についての記述
も，1989年版までに見られた，パソコンの使い
方などの職業訓練的な科目の設置を牽制する記述
が削除されたにとどまる。

1994年版で最も大きな改訂が行われたのは，
『図書館・学習資源センター』の項である。これ
らは，1994年版で情報リテラシーが初めて記載
されたことに伴って生じている。まず冒頭の記述
は，“図書館のサービス，情報源，プログラムは，
機関の教育的使命と教授・学習のプロセスの基盤
である。それらは教育プログラムを支援する。そ
れらは学生，教員，職員の学習および調査研究活
動を促進する”（1994, p. 15）のように変更され，
図書館の重要性は，1989年版で強調されていた
情報源を活用させることにあるのではなく，それ
らを通じた教育プログラムへの支援と学習と調査
研究活動の促進，すなわち，教授・学習への支援
そのものにあると大きく変更されている。
情報源へのアクセスに関する記述も変更されて

いる。アクセスについては，“機関は幅広い学習
資源へのアクセスを，直接およびオフキャンパス
の両方で提供すべきである”（1994, p. 15），“機
関は，それが妥当である場合には，利用者へのア
クセスを付属機関，他キャンパス，研究室，臨床
の現場，学生の自宅などのリモートサイトに拡大
すべきである”（1994, p. 15）とし，ネットワー
ク技術を活用したリモートアクセスの実現が求め
られるようになっている。

1994年版における情報リテラシーの記述は，

『最終報告書』での定義と提言を取り入れたもの
となっている。情報リテラシーについては，“各機
関は，学生の情報リテラシー，すなわち，自立し
た学習者になるために，情報を探し，評価し，活
用する能力の獲得を支援するための戦略を実施す
ることにより，学習資源の最適な利用を強化する
べきである”（1994, p. 15）とされ，大学の責任の
もとでの情報リテラシーへの対応が正式に求めら
れるようになっている。さらに，情報リテラシー
のプログラムについては，“教員，図書館員，学長，
その他の情報の提供者の協働により開発され，か
つ積極的に支援された，活発で継続的な図書館オ
リエンテーションと情報アクセス教育の存在が必
須である”（1994, p. 15）とされ，大学の管理者，
教員，図書館員との協働によるプログラムの開発
とその提供が必須化されている。これらのプログ
ラムの成果は，“学生が自立した自発的学習者に
なるためにいかに効果的に備えられたか”（1994, 
p. 16）によって測られるとされ，学習成果によっ
て評価されるとされている。

1994年版の図書館活動の記述の要点は，この項
の末尾で繰り返されている，“究極には，最も重
要な測定は，学生がいかに効果的に自立した自主
学習者になるために備えられたか”（1994, p. 16）
であるとの一文に集約されている。すなわち，
1994年版で，図書館の役割は，1989年版に見ら
れた「情報源を活用させること」にあるのではな
く，情報源の活用を通じて自立した学習者を育成
すること，すなわち「教育」そのものにある。そ
して，その中で，情報リテラシーは，その学習成
果である自立した学習者になるための能力と定義
され，大学の責任の下，大学の管理者や教員との
協働により獲得させることが求められているので
ある。

B. 1994年版の意義と課題
1994年版は，成果の評価を重視する方向性を

定着させ，それらへの組織的対応を求めた版であ
る。そして何より，1994年版は，『最終報告書』
の定義と提言に基づいて，情報リテラシーが初め
て記述された重要な版である。1994年における
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情報リテラシーの記述は，大学の責任，管理者，
教員，図書館員の協働によるプログラム開発と実
施，その学習成果の評価の実施を明記しており，
『最終報告書』の提言の枠組みをほぼなぞったも
のとなっている。
情報リテラシーの導入に伴い，1994年版で図

書館の役割は，1989年版に見られた情報源の活
用支援から，自立した学習者の育成へと変更さ
れ，「教育」そのものにあることが示された。こ
うした大学図書館の役割のダイナミックな変更
は，大学の管理者や教員はもとより，図書館員に
とっても，認識の転換を迫る革新的なものと言え
よう。
ただし，1994年版における情報リテラシー教
育の内容そのものは，“図書館オリエンテーショ
ンと情報アクセス教育”（1994, p. 15）と記述さ
れているように，従来のビブリオグラフィックイ
ンストラクションとの違いが明確でない。そして
何より，1994年版で情報リテラシーは，図書館
の項にのみ記載され，カリキュラムの項には記載
されなかった。
この点については，すでに 1989年版に伴って

作成された『成果評価のための枠組み』におい
て，情報リテラシーは評価対象となる重要な学習
成果として記述され，カリキュラム全体への段階
的統合が推奨されていたことを述べた。したがっ
て，1994年版の時点において，中部地区基準協
会が情報リテラシーをカリキュラムの要素として
捉えていなかったわけではない。それにも関わら
ず，1994年版の基準本体で，情報リテラシーが
図書館の項にのみ記載され，カリキュラムの項で
言及されなかったことは，この基準が中部地区基
準協会の認識を十分に表現できたものとは言い切
れないことを示唆している。情報リテラシーの図
書館の項のみへの記載は，図書館との関わりのみ
が強調されることで，情報リテラシーへの取り組
みが，従来のビブリオグラフィックインストラク
ションと同様に図書館員による教育の文脈で，図
書館に属するものとして捉えられてしまう可能性
を残した。
その後，情報リテラシーを基準の中でどう扱う

か，すなわち，どの項目で記述すべきかに関して
は，中部地区基準協会の中でさらなる検討が進め
られている。この点に関して，1995年に開かれ
たシンポジウムで，事務局長の Simmonsは，“情
報リテラシーへの取り組みは，図書館員だけが行
うのではなく，全ての科目に組み込まれて行われ
るべきであり，またそれらが効果的に行われるた
めには，大学の管理者の支援が必須である”42）と
述べ，次の改訂で情報リテラシーをプログラムと
カリキュラムの項で取り上げることを早くも明言
している。

C. 情報リテラシーをめぐる 2つの位置付け
1994年版の発行に伴って，『成果評価の枠組み』

も改訂されている 43）。冒頭では，連邦政府によ
るアカウンタビリティ強化の要請や，高等教育法
の改正に伴うパフォーマンス評価の要求により，
高等教育全体が強い評価の圧力にさらされている
ことが述べられている。その結果，1994年版に
おける成果の評価の文脈が，従来の教育の改善か
らアカウンタビリティの強化へと変化しており，
評価の目的は，教育の改善とアカウンタビリティ
の強化の 2つとなったことが解説されている。
この中で，情報リテラシーは，引き続き，最も

重要な学習成果として記述されている。『成果評
価の枠組み』の第 2版では，一般教育で獲得さ
れるべき能力の具体的領域が示されるようにな
り，認知能力（批判的思考，問題解決），内容の
リテラシー（社会制度，科学と技術の知識），情
報管理スキルとコミュニケーションのコンピテン
シー，価値への気づき（多文化理解，道徳的・倫
理的判断）の 4つが挙げられている 43）。
ここで情報リテラシーは，“これらの 4つの領

域の能力のすべてに関係し，特定の学問領域や専
門的キャリアを超えるものである”（p. 36）と記
述され，すべての領域に関わる最も重要な能力と
位置付けられている。つまり，『成果評価の枠組
み』においては，情報リテラシーは，依然とし
て，中部地区基準協会が最も重視する学習成果の
一つとして位置付けられているのである。
一方，このとき図書館員の側は，情報リテラ
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シーを従来のビブリオグラフィックインストラク
ションの延長線上で捉えていたことが窺える。
1994年版で情報リテラシーが重点化されたこと
に伴い，新たに現地査察のガイドラインである
『図書館員現地査察担当者のためのガイドライン
（Guidelines for librarian evaluators）』（以下，『現
地査察のガイドライン』）が作成されている 44）。
『現地査察のガイドライン』には，1996年に開催
された図書館員のシンポジウムにおける議論が反
映されているとされており，その記述からは，当
時の図書館員たちの情報リテラシーに対する認識
が窺える。
『現地査察のガイドライン』に記載されている
査察時の評価項目の中には，情報リテラシーに関
するものが含まれている。それらは，例えば，“ど
の程度ビブリオグラフィックインストラクション
が，全学レベルの情報リテラシーへの重視を支援
しているか”（p. 4），“図書館の職員は，学生，
教員，職員が，情報ニーズを特定し，情報にアク
セスし，評価し，効果的に活用するために，教
育，レファレンス，書誌情報サービスを提供して
いるか”（p. 6）などであり，明らかに情報リテ
ラシーは，ビブリオグラフィックインストラク
ションにおける教育対象とされている。したがっ
て，この時点においては，図書館員たちは，ビブ
リオグラフィックインストラクションと情報リテ
ラシーへの取り組みの違いを明確には認識してお
らず，むしろビブリオグラフィックインストラク
ションの枠内で情報リテラシーを捉えようとして
いたことが窺える。この点に関しては，事務局長
の Simmonsも，“どの用語を使うか，つまりビ
ブリオグラフィックインストラクション，情報リ
テラシー，情報に基づいた学習のどれに焦点を当
てるかについて意見の相違があったとしても，そ
れらは，情報源に基づく教育の戦略がより完全に
教授・学習プロセスに統合されることの重要性に
比べれば問題ではない”45）と述べており，図書館
員たちの間に，情報リテラシーに対する認識の相
違があったことを認めている。
また，教師および情報管理者としての図書館員

の評価項目では，“教育の計画の中でコンピテン

シーベースの評価が謳われている際に，測定対象
となる学習成果に情報リテラシーが含まれている
か”（p. 13），あるいは，そのために“図書館員
はどの全学の委員会に参加しているか，（中略）
特に，カリキュラム，評価，戦略計画などの委員
会に参加しているか”（p. 13）といった情報リテ
ラシーのカリキュラムへの統合に関わる評価項目
が見られる。しかし，その一方で，“教員はどの
程度図書館員を科目の計画に参加させているか”
（p. 14），“カリキュラムは図書館員が効果を発揮
できる文脈を提供しているか”（p. 13）といった
項目が端的に表しているように，ここで焦点が当
てられているのは，やはり図書館員が教育に参加
することである。もちろん，図書館員が教育に参
加することは重要である。しかし，このとき，
仮に図書館員の認識が，『最終報告書』と整合し
た，学習成果としての情報リテラシーのカリキュ
ラムへの統合や，自立した学習者の育成にあった
とすれば，これらの評価項目は，教員やカリキュ
ラムが図書館員をいかに参加させているかだけで
なく，図書館員が，教員が情報リテラシーをカリ
キュラムに統合するのを支援したか，あるいは，
その結果，いかに自立した学習者を育成したかと
いった項目も見られるはずである。しかし，ここ
にはそうした項目は見られない。
以上のように，当時，中部地区の図書館員たち

は，情報リテラシーをカリキュラム上の重要な学
習成果として捉えていた一方，それらを「図書館
員による教育」の文脈でも捉え，基準への情報リ
テラシーの正式な記載による，図書館員の授業
やカリキュラムへの参加の拡大を期待していた
ことが窺える。この点に関連して，事務局長の
Simmonsは，“中部地区基準協会に，情報リテラ
シーが教授・学習プロセスの改善に重要であると
説得するのは，大学の管理者と教員を説得するの
に比べれば比較的容易であった。だが依然として
最も難しいのは，大学の管理者と教員に，情報源
に基づいた学習の導入が，図書館員が夢見ている
官僚的陰謀でないと説得することである”45）と述
べており，教員の間にも，情報リテラシーの導入
が，図書館が影響力を拡大する試みだとする見方
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が存在していたことを示唆している。
1994年版での『図書館・学習資源センター』

の項への情報リテラシーの記載は，中部地区基準
協会による，学習成果としての情報リテラシー
と，従来からの図書館活用と図書館員の教育への
参画への期待の両方を表したものと言える。しか
し，当時の図書館員の情報リテラシーに対する認
識は，必ずしも中部地区基準協会が期待したも
の，すなわち，『最終報告書』が提言した，情報
リテラシーを通じた授業とカリキュラムの改革・
改善にあったわけではない。むしろ，この時点に
おいては，図書館員たちは，情報リテラシーをビ
ブリオグラフィックインストラクションの枠内
で，すなわち「図書館員による教育」の文脈で
も捉えられていた可能性が高い。1994年版にお
ける情報リテラシーの『図書館・学習資源セン
ター』の項への記載は，こうした図書館員たちの
認識をより強化した可能性もある。
この後，1998年の高等教育法の改正により，

連邦政府によるアクレディテーション団体の認定
条件の中で，学生の学習達成度の評価の基準への
組み込みが最優先で求められるようになった。こ
れに伴い，中部地区基準協会も基準の全面的な
改訂作業に入っている。そして，この改訂作業
中の 2000年に，米国カレッジ・研究図書館協会
（Association of College and Research Libraries: 
ACRL）から『高等教育のための情報リテラシー
能力基準（Information  Literacy  Competency 
Standards for Higher Education）』（以下，『能力
基準』）46）が公開された。
『能力基準』は，1990年代以降の学習の達成度
の評価への要請に応えて，複合的スキルである情
報リテラシーを測定可能な学習成果に分解し，そ
の評価基準と各々の達成度を測るパフォーマンス
指標を示したものである。この『能力基準』の作
成には，中部地区基準協会から Oswald Ratteray
がメンバーとして参加している 47）。その議事録
からは，Ratterayが，『最終報告書』で提示され
た複合的な情報リテラシーの概念を，測定可能な
学習成果としてどう記述するかという点から，基
準作成の議論に大きく貢献したことが窺える 47）。

中部地区基準協会は，『能力基準』が公開され
た後，直ちにこれを承認している。『能力基準』
の存在は，その後の中部地区基準協会の基準の改
訂に大きな影響を与えたとされている 48）。

V.　中部地区基準協会のアクレディテー
ション基準③： 2002年版

A. 成果の評価への焦点化
新たな基準は 2002年に公開された 49）。2002

年版の基準の重点は，機関の評価（institutional 
assessment）と，学生の学習の評価（assessment 
of student learning）という 2つの評価に絞られ
た。これに伴い，基準の構成も 2つの評価を軸と
したものに全面的に改訂されている（第 2 表）。
全体は 14の基準からなり，前半の 7つが『機

関の状況（institutional context）』，後半の 7つが
『教育の効果（educational effectiveness）』の基
準とされている。『教育の効果』の中では，『一般
教育』が『教育の提供』から分離して，新たに独
立した項となっている。『機関の状況』と『教育
の効果』の終わりには，それぞれ『機関の評価』
と，『学生の学習の評価』の項が配置され，2つ
の評価に対する考え方が総括されている。これら
2つの評価の関係については，“大学は，特に学
生の学習成果についての目標に重点をおいて，大
学全体の目標を定義し，評価し，継続的に改善す
ることが求められる”50）と解説され，学習成果の
評価が中心であることが示されている。
評価活動そのものへの焦点化に伴い，基準の記

述形式もより評価事項が明確になるよう変更され
ている。各基準は簡潔な短い文章で示されるよう
になり，その後，『背景（context）』で基準に関
わる定義や考え方などの詳細が解説されるように
なった。『背景』の後には，必須の評価項目であ
る『基本要素（fundamental elements）』と，大
学が個性に応じて選択する『選択的検証とエビデ
ンス（optional analysis and evidence）』がリス
ト化されている。2002年版は基準の簡略化が図
られ，各基準における評価項目がリスト化された
ことにより，これまでよりも評価事項の把握が容
易になっている。
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『機関の評価』では，現在の成果の評価の目的
が，“アカウンタビリティと改善”（2002, p. 22）の
2つにあり，それらは，“教授・学習の改善と，大
学全体の改善”（2002, p. 22）のために行われるこ
とが明確に記述されるようになった。また，ここ
では，“外部からの圧力や学内事情により，高等教
育機関は，学生だけでなく，広く国民一般に効果
と効率を示すことが求められている”（2002, p. 22）
と記述し，評価の結果を広く社会に向けたアカウ
ンタビリティの強化に用いることも求められるよ
うになっている。さらに，“成果の評価は，大学の
継続的な計画とリソースの再配置のプロセスに結

びつけられなければならない”（2002, p. 21）とし
て，単に評価を行うだけでなく，評価の結果を活
用し，実際の改善につなげることまでが求められ
るようになっている。このことは，『学生の学習の
評価』においても同様であり，“最も重要なこと
は，学生の学習の評価では，同時にそれらを確実
に利用することが求められるということである”, 
“それらは教授と学習を改善する戦略の立案者に
よって利用されなければならない”（2002, p. 51）
として，やはり評価の結果を改善に活かすことが
求められるようになっている。

2002版は，成果の評価の目的が，教授・学習
の改善とアカウンタビリティの強化の 2つにある
ことが明確にされ，評価の結果を実際の改善に
活用することまでが求められている。すなわち
2002年版は，評価サイクルの最終段階である「結
果に基づいた改善」までのすべてのプロセスを行
い，評価を継続的サイクルとして実施することを
求めた版となっている。

B. 学習成果としての情報リテラシーのカリキュ
ラムへの統合

こうした評価活動そのものを重視した改訂の中
で，情報リテラシーは学習成果として焦点が当て
られるようになっている。2002年版で情報リテ
ラシーは，カリキュラムに必須の学習成果とし
て，『教育の提供』および『一般教育』の項に記
述されている。
『教育の提供』では，情報リテラシーは，2000年
の『能力基準』に基づいて，“情報を識別し，発
見し，理解し，評価し，活用する知的枠組みであ
る”（2002, p. 32）と定義されている。さらに，
“それらには，必要な情報の性質と範囲を見極め，
効果的効率的に情報にアクセスし，情報と情報源
を批判的に評価し，選択した情報を学習者の知識
ベースと価値のシステムに組み込み，特定の目的
を達成するために情報を効果的に利用し，情報と
情報技術の利用を取り巻く経済的，法的，社会的
問題を理解し，情報へのアクセスと利用に関係す
る法律，規則，機関の方針を守ることが含まれ
る”（2002, p. 32）と記述され，やはり『能力基

第 2表　2002年版の構成
2002年版

機関の状況 
Institutional Context
基準 1　ミッション，ゴール，オブジェクティブズ  
Mission, Goals, and Objectives
基準 2　計画，資源の再配置，機関の更新 
Planning, Resource Allocation, and Institutional 
Renewal
基準 3　機関の資源 
Institutional Resources
基準 4　リーダーシップとガバナンス 
Leadership and Governance
基準 5　管理 
Administration
基準 6　一貫性 
Integrity
基準 7　機関のアセスメント 
Institutional Assessment
教育効果 
Educational Effectiveness
基準 8　入試 
Student Admissions
基準 9　学生支援サービス 
Student Support Services
基準 10　教員 
Faculty
基準 11　教育の提供 
Educational Offerings
基準 12　一般教育  
General Education
基準 13　関連する教育活動 
Related Education Activities
基準 14　学習成果のアセスメント 
Assessmnt of Student Learning
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準』に則して，具体的学習要素が記述されるよう
になっている。その上で，情報リテラシーは，“あ
らゆる機関の，すべての学問分野における，効
果的な教授と学習に不可欠である”（2002, p. 32）
とされ，すべての大学のあらゆる教授と学習にお
ける必須の学習成果として位置付けられるに至っ
ている。
情報リテラシーを学習成果として焦点化したこ

とに伴い，2002年版で，図書館の独立した項は
なくなっている。2002年版で図書館は『教育の
提供』の項で言及され，“高等教育機関は，学習
と教育・研究に関連する適切な知識と情報源を識
別し，検索し，活用するために，学生と教員に，
さまざまな形態と媒体の情報を入手するための知
識，スキル，ツールを提供する必要がある”とし
て，情報リテラシーを運用する場，また，その獲
得を支援する場として位置付けられている。同様
に，図書館員についても，“適切な学習資源，例
えば図書館サービスや教育，訓練，経験によって
資格を与えられた専門的職員による支援，への
アクセスと利用は，高等教育機関に必須である”
（2002, p. 33）とされ，学生と教員にとっての学
習資源と位置付けられている。
情報リテラシーへの対応は，教育の改善と結び

つけて記述されている。情報リテラシーのプログ
ラムは，“大学の質，学生の学習，教育のパフォー
マンス，大学の効果は，学生，教員，教育を行う
職員（instructional staff）が，大学に適したさま
ざまな媒体と形態の情報源を利用し，入手した情
報をいかに効果的，倫理的に活用するかを理解す
るのを支援するプログラムによって強化される”
（2002, p. 33）とされ，学習と教育のパフォーマ
ンス，ひいては，大学の質と効果を改善するもの
と位置付けられている。
評価における必須項目である『基本要素』に

は，“教育プログラムを支援するために適切な学習
リソース，施設，教育設備，図書館サービス，専
門的図書館スタッフ”, “カリキュラムに関連した
情報リテラシースキルの教授と育成を行う専門的
図書館スタッフと教員の協働”, “学生の情報と学
習資源の利用を促進するプログラム”（2002, p. 34）

が記述され，情報リテラシーに対応するための，
管理者によるリソース配置，教育を専門とする図
書館員の配置と教員との協働，情報リテラシープ
ログラムの実施の 3つが記載されている。
『選択的検証とエビデンス』には，“シラバス，
または，学生が情報リテラシースキルを示すこと
への期待を記述した資料による，情報リテラシー
がカリキュラムに組み込まれている証拠，”, “学
習者の関連能力の評価を含む，情報リテラシーの
学習成果の評価”, “学生と教員が情報ツールと情
報資源を探し，評価するのを支援するための，訓
練された教育とレファレンスのスタッフ，その他
の支援サービス，オンサイトとリモートによるア
クセスの証拠”（2002, p. 36）が記載され，情報
リテラシーのカリキュラムへの統合の度合い，あ
るいは学習成果としての情報リテラシーの評価な
ど，情報リテラシーに関わる評価活動の実施が推
奨されている。これら 2002年版での情報リテラ
シーについての記述は，『教育の提供』の項全体
の実に半分近くを占め，中部地区基準協会がいか
に情報リテラシーへの対応を重視しているかを表
わすものとなっている。
『一般教育』の項では，“一般教育の明確なコア
を特定して提供すべきである”（2002, p. 37）と
して，コンピテンシーベースの教育への移行が明
確に求められるようになっている。その背景とし
て，ネットワークを通じた遠隔教育の広がりによ
り，学習をどう経験したかでなく，何を学んだか
の学習成果に焦点を当てることが単位を認定する
際の“共通通貨（common currency）”50）として重
要となったことが解説されている。一般教育で獲
得されるべき具体的コンピテンシーとしては，“口
頭と筆記によるコミュニケーション，科学的かつ
計量的推論，批判的な分析と推論，技術コンピテ
ンシー，情報リテラシー”（2002, p. 37）が挙げら
れ，情報リテラシーは，一般教育で獲得されるべ
き必須のコンピテンシーとして記述されている。
そして情報リテラシーについては，これら必須

のコンピテンシーの中でも，特に対応が必須であ
ることが強調されている。『一般教育』の項で，
情報リテラシーは，“効果的な情報アクセス，評
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価，活用を行うために必要な理解とスキルのセッ
ト”（2002, p. 38）と定義され，その教育は，“す
べての一般教育プログラムに必須であり，専門的
図書館スタッフの参加により推進される”（2002, 
p. 38）とされている。こうした“すべての一般
教育プログラムに必須”との加筆と解説は，情報
リテラシーに対してのみ行われている。一般教育
の必須の評価項目は，“学位の終了にあたって，
学生が口頭と筆記でのコミュニケーション，科
学的かつ計量的推論，学問分野の技術的能力，
批判的分析と推論を含む情報リテラシーに習熟
（proficient）していることを保証する”（2002, 
p. 38）とされ，情報リテラシーは一般教育にお
ける学習成果として，卒業時に獲得を保証するこ
とが必須とされている。
以上のように，2002年版で情報リテラシーは，

『教育の提供』と『一般教育』の項の両方におい
て，すべての学問領域に必須の学習成果として記
述されるようになっている。情報リテラシーは
2002年版において，すべての学生に必須の学習
成果として，大学教育のカリキュラムに組み込ま
れるに至ったのである。

C. 情報リテラシーのカリキュラムへの統合のた
めのガイドライン

2002年版の発行に伴い，中部地区基準協会
は，情報リテラシーをカリキュラムに統合する
ためのガイドラインである『調査研究とコミュ
ニケーションスキルの開発： カリキュラムにお
ける情報リテラシーのガイドライン（Developing 
Research  &  Communication  Skills:  Guidelines 
for  Information  Literacy  in  the  Curriculum）』
（以下，『情報リテラシーのガイドライン』）を公
開している 50）。『情報リテラシーのガイドライ
ン』の作成は，基準の改訂作業と並行して行わ
れ，中部地区基準協会が，2002年版の基準の公
開に伴い，情報リテラシーのカリキュラムへの統
合を全面的に推進していこうとしていたことを示
している。
『情報リテラシーのガイドライン』の全体は，
情報リテラシーを全学のカリキュラムに統合する

ための考え方と手順を詳述している。それらは，
学習成果としての情報リテラシーの意義から始ま
り，初年次から専門教育までの段階的な学習目
標・カリキュラム・教授戦略のあり方，プログラ
ムを企画・実施するための大学管理者，教員，図
書館員それぞれの役割と協働のあり方，カリキュ
ラムマップ，標準テスト，ポートフォリオ等を用
いた情報リテラシーの評価のあり方，評価の成果
を活用した教授・学習プロセスの改善のあり方に
まで至る。さらに，これらに関して，中部地区内
での優れた取り組み事例が挙げられており，中部
地区における情報リテラシーに対する実践の広が
りを示すものとなっている。
情報リテラシーに取り組む際の注意点として，

情報リテラシーを図書館教育としてではなく，全
学の取り組みとして位置けることが何より強調さ
れている。また，情報リテラシーの教育は，図書
館員だけが行うのでなく，教員と図書館員の協働
により，それぞれが分担して行うことが求めら
れている。さらに，情報リテラシーと ICTリテ
ラシーとは異なることや，従来のビブリオグラ
フィックインストラクションで見られた，授業の
1コマで行われる「ワンショット」の教育では不
十分であることも指摘され，明らかに，ビブリオ
グラフィックインストラクションから情報リテラ
シーへの脱皮を促すものとなっている。
全学的情報リテラシーのカリキュラムへの統合

の実現については，教員が主体となることが必要
であるとの重要な指摘がなされている。そのため
に，各大学に，教員に情報リテラシーへのオー
ナーシップを持たせるための能力開発の機会や助
成などの，インセンティブを提供することを推奨
している。
教員に情報リテラシーのオーナーシップを持た

せるとの指摘は，授業とカリキュラムを改革する
主体は教員であり，図書館員は，教員が情報リテ
ラシーを授業とカリキュラムに組み込むのを支援
するべきであるとした『最終報告書』の提言と合
致するものである。情報リテラシーを従来のビブ
リオグラフィックインストラクションのように
「図書館に属するもの」とするのでなく，大学全
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体の目標に据え，情報リテラシー教育のオーナー
シップを教員に渡すこと，すなわち，教員こそが
情報リテラシーを授業とカリキュラムに統合し，
図書館員はそれを支援するという認識は，まさに
『最終報告書』が提示した情報リテラシーのアプ
ローチである 5）。この指摘の存在も，『情報リテ
ラシーのガイドライン』が，情報リテラシーのア
プローチに立つものであり，ビブリオグラフィッ
クインストラクションから情報リテラシーへの転
換を促すものであることを示している。
もちろん，この指摘をもって，当時の図書館員

たちの認識が，ビブリオグラフィックインストラ
クションから情報リテラシーへと転換していたと
判断することはできない。むしろ『情報リテラ
シーのガイドライン』は，教員のみならず図書館
員に向けても，情報リテラシーのカリキュラムへ
の統合の手順や考え方を示し，情報リテラシーに
対する認識の転換を後押しするものである。この
中で示されている，教員との協働による学習目標
の設定，課題のデザイン，ルーブリックの開発，
カリキュラムマッピングの実施といった一連の内
容は，この時点における，中部地区基準協会が期
待する情報リテラシーを通じたカリキュラム改革
の全体像を示すものであり，中部地区基準協会
が，以降，情報リテラシーのアプローチに立っ
て，情報リテラシーのカリキュラムへの統合を全
面的に推進しようとしていたことを表している。

D. 2002年版の意義
2002年版は，1990年代のアカウンタビリティ

の強化と成果の評価への要請を反映し，機関の活
動の評価と学習成果の評価の 2つの評価を軸に，
全面的改訂が行われた版である。この改訂に伴
い，情報リテラシーは，中部地区基準協会が最
も重要視する学習成果として，『教育の提供』と
『一般教育』の項の両方で，すべての学問領域に
必須の学習成果として記述されるようになった。
このことから，『最終報告書』で提唱された情報
リテラシーのカリキュラムへの統合は，中部地区
基準協会の基準においては 2002年版で実現した
ことになる。

このとき，基準上での情報リテラシーのカリ
キュラムへの統合は，情報リテラシーが，図書館
と情報源を活用させるための方策としてではな
く，カリキュラムに必須の学習成果として焦点化
されたことで実現している。すなわち，情報リテ
ラシーの基準上での位置付けが，それまでの図書
館利用教育の後継としての位置付けから，全学の
カリキュラムにおける学習成果へと転換されたこ
とによって実現したのである。
さらに 2002年版では，情報リテラシーのプロ

グラムは，教授・学習プロセスを改善するもの，
ひいては大学全体の教育の質と効果を改善するも
のと記述されている。2002年版は，情報リテラ
シーへの対応が，教育を改善するものとして，高
等教育の改革と質保証の中に明確に位置付けられ
た版でもあり，情報リテラシーを通じた教育改
善・改革の推進という点から見ても一つの到達点
と言えよう。

2002年版の公開に伴って作成された，『情報リ
テラシーのガイドライン』は，この時点における
中部地区基準協会が期待する情報リテラシーの全
学的カリキュラムへの統合に対する考え方と手順
の全貌を示したものとなっている。『情報リテラ
シーのガイドライン』の作成は，中部地区内で，
すでに情報リテラシーのカリキュラムへの統合が
一定程度普及し，それらに対する知識と経験が蓄
積されたことを表している。
また『情報リテラシーのガイドライン』におい

ては，情報リテラシーのカリキュラムへの統合の
実現のために，教員に情報リテラシーへのオー
ナーシップを持たせる必要があるとの重要な指摘
がなされていた。教員に情報リテラシーのオー
ナーシップを持たせることは，図書館員が従来の
ように自ら教育を行うだけでなく，教員が情報リ
テラシーをカリキュラムと授業に統合するのを支
援することを意味する。この認識こそが『最終報
告書』が提言した情報リテラシーのアプローチで
あり，ビブリオグラフィックインストラクション
から情報リテラシーへの転換のコアである。この
記述は，中部地区基準協会が，2002年版をもっ
て，全面的に情報リテラシーのアプローチに立
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ち，ビブリオグラフィックインストラクションか
ら情報リテラシーへの転換を促し，全面的情報リ
テラシーのカリキュラムへの統合を推進する態勢
に入ったことを表している。

VI.　終わりに

本稿では，高等教育界における情報リテラシー
の推進という観点から，米国のアクレディテー
ション団体とその基準に着目し，地域アクレディ
テーション団体の一つである中部地区基準協会
が，その基準の中に，情報リテラシーのカリキュ
ラムへの統合をいかに組み込んできたかについ
て，1989年以降の基準を対象に，情報リテラシー
がカリキュラムの一部として正式に組み込まれる
までを検討した。中部地区基準協会における情報
リテラシーのアクレディテーション基準への組み
込みは，1980年代から 1990年代にかけての，米
国における教育の質的改善と成果の評価への要請
を背景に，アクレディテーション基準自体がアカ
ウンタビリティと成果の評価を重視するものへと
変化していくプロセスの中で生じている。この中
で，中部地区基準協会による情報リテラシーのア
クレディテーション基準への組み込みは，『最終
報告書』の公開の直後から検討され，基準への記
載に先行して，1989年版の『成果評価の枠組み』
や『卓越性のデザイン』といったハンドブックに
おいて行われている。
このとき中部地区基準協会には，情報リテラ

シーの位置付けを巡って 2つの文脈が存在してい
た。一つは，教授・学習プロセスを改善するため
の「図書館と情報源の活用」の文脈であり，その
中で情報リテラシーは「図書館員による教育」で
あるビブリオグラフィックインストラクションと
同等に扱われている。もう一つは，『最終報告書』
が提唱した，情報リテラシーを通じた教育改善・
改革における学習成果としての文脈であり，情報
リテラシーは，カリキュラム改革における重要な
学習成果として位置付けられている。
その後，情報リテラシーは，1994年版に初め
て記載された。1994年版での情報リテラシーの
記述は『最終報告書』の定義と提言に依拠し，情

報リテラシーはすべての学生に必須の能力として
位置付けられ，大学の責任の下での，大学の管理
者，教員，図書館員の協働によるプログラムの開
発と提供が必須化されている。これに伴い，1994
年版で図書館の役割は，それまでの情報の活用支
援から，自立した学習者を育成することへと大き
く変更され，その記述は大学の管理者と教員に
とってのみならず，図書館にとっても認識の転換
を促す画期的なものとなっている。
ただし 1994年版で，情報リテラシーは，図書

館の項のみに記載され，カリキュラムの項には記
載されなかった。このことは，1994年版での情
報リテラシーが，『最終報告書』の提言に基づき
ながらも，従来の「図書館活用」の文脈に位置付
けられるという捻れた状態にあったことを意味し
ている。情報リテラシーの図書館の項のみへの記
載は，情報リテラシーのカリキュラム上の位置付
けを不明確にしただけでなく，情報リテラシー
が，大学の管理者や教員からだけでなく，図書館
員からも，従来のビブリオグラフィックインスト
ラクションの延長線上で「図書館に属するもの」
として捉えられる可能性を残した。
中部地区基準協会の基準上での情報リテラシー

のカリキュラムへの統合は，次の 2002年版で実
現した。2002年版において，情報リテラシーは，
カリキュラムの項である『教育の提供』と『一般
教育』の両方で，すべての学問領域に必須の学習
成果として記述された。したがって，中部地区基
準協会の基準上では，2002年版をもって，情報
リテラシーのカリキュラムへの組み込みが実現し
たと言える。
このとき，情報リテラシーのカリキュラムへの

統合は，中部地区基準協会が，情報リテラシーを
学習成果として焦点化したことで実現している。
すなわち，中部地区基準協会の基準における情報
リテラシーのカリキュラムへの統合は，情報リテ
ラシーが，それまでの図書館と情報源の利用教育
としての位置付けから，カリキュラムに必須の学
習成果としての位置付けへと転換されたことによ
り実現したのである。
中部地区基準協会は，2002年版をもって，情



アクレディテーション基準を通じた情報リテラシーのカリキュラムへの統合の推進：米国中部地区基準協会の基準における記述の変遷に着目して

 ― 42 ―

報リテラシーのカリキュラムへの統合を基準上で
完了させ，以降，情報リテラシーのカリキュラム
への統合を通じた教育の改善・改革を全面的に推
進する態勢に入った。こうした情報リテラシーの
アクレディテーション基準への記載を受けて，米
国の大学図書館界が，実際の情報リテラシーのカ
リキュラムへの統合をどう実現していったのかの
検討は，今後の課題としたい。
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要 旨

【目的】本稿は，高等教育界における情報リテラシーの推進という観点から，米国のアクレディテー
ション基準に着目し，アクレディテーション団体が情報リテラシーをどう捉え，高等教育の中にいか
に組み込もうとしてきたかを明らかにすることを目的とする。
【方法】情報リテララシーがカリキュラムの一部として公式に組み込まれるまでの記述の変遷を検討
した。
【結果】中部地区基準協会は，1994年に初めて，その基準にすべての学生に必須の能力として情報リ
テラシーを記載した。しかし 1994年版では，情報リテラシーは図書館の項にのみ記載されたことで，
大学の管理者や教員だけでなく図書館員からも，情報リテラシーが「図書館に属するもの」として捉
えられる可能性を残した。2002年版で情報リテラシーは，学習成果の評価を重視した改訂に伴い，
カリキュラムの項ですべての学問領域に必須の学習成果として記述されるようになった。中部地区基
準協会の基準における情報リテラシーのカリキュラムへの統合は，図書館と情報源の活用の文脈でな
く，成果の評価を通じた教授・学習の改善の文脈において，学習成果としての情報リテラシーが焦点
化されることにより実現した。


